
ケアハウス きらら  階層区分別利用料金表 

令和 7年 4月現在 

階 

層 
対象収入による階層区分 

    月 額    基 本    料 金 

サービスの提供

に要する費用 
生活費 居住に要する費用 合 計 

１ １，５００，０００円以下 １０，０００円 ５１，９４０円 ２５，０００円 ８６，９４０円 

２ １，５００，００１～１，６０００，００円 １３，０００円 ５１，９４０円 ２５，０００円 ８９，９４０円 

３ １，６００，００１～１，７００，０００円 １６，０００円 ５１，９４０円 ２５，０００円 ９２，９４０円 

４ １，７００，００１～１，８００，０００円 １９，０００円 ５１，９４０円 ２５，０００円 ９５，９４０円 

５ １，８００，００１～１，９００，０００円 ２２，０００円 ５１，９４０円 ２５，０００円 ９８，９４０円 

６ １，９００，００１～２，０００，０００円 ２５，０００円 ５１，９４０円 ２５，０００円 １０１，９４０円 

７ ２，０００，００１～２，１００，０００円 ３０，０００円 ５１，９４０円 ２５，０００円 １０６，９４０円 

８ ２，１００，００１～２，２００，０００円 ３５，０００円 ５１，９４０円 ２５，０００円 １１１，９４０円 

９ ２，２００，００１～２，３００，０００円 ４０，０００円 ５１，９４０円 ２５，０００円 １１６，９４０円 

１０ ２，３００，００１～２，４００，０００円 ４５，０００円 ５１，９４０円 ２５，０００円 １２１，９４０円 

１１ ２，４００，００１～２，５００，０００円 ５０，０００円 ５１，９４０円 ２５，０００円 １２６，９４０円 

１２ ２，５００，００１～２，６００，０００円 ５７，０００円 ５１，９４０円 ２５，０００円 １３３，９４０円 

１３ ２，６００，００１～２，７００，０００円 ６４，０００円 ５１，９４０円 ２５，０００円 １４０，９４０円 

１４ ２，７００，００１～２，８００，０００円 ６９，５００円 ５１，９４０円 ２５，０００円 １４６，４４０円 

１５ ２，８００，００１～２，９００，０００円 ６９，５００円 ５１，９４０円 ２５，０００円 １４６，４４０円 

１６ ２，９００，００１～３，０００，０００円 ６９，５００円 ５１，９４０円 ２５，０００円 １４６，４４０円 

１７ ３，０００，００１～３，１００，０００円 ６９，５００円 ５１，９４０円 ２５，０００円 １４６，４４０円 

１８ ３，１００，００１円以上 ６９，５００円 ５１，９４０円 ２５，０００円 １４６，４４０円 

毎月の利用料金（サービスの提供に要する費用・生活費・居住に要する費用の合計）は、前年の収入によって 

階層区分別利用料金表により決定されます。（三重県の通知に伴い改定される場合があります。） 

※１ この表における「対象収入」とは、前年の収入（社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く）から 

   租税・社会保険料・医療費等の必要経費を控除した金額です。 

※２ 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入（必要経費を控除した額）を合算し、合計額の２分の１をそれぞれ 

   個々の対象収入とします。その額が１５０万以下に該当する場合、夫婦それぞれのサービスの提供に要する費用 

   納付額については、上記表の額から３０％減額した金額とします。 

※３ １１月～３月の期間は、冬期加算として月々２，１９０円加算されます。 

※４ 居室で使用する電気代・水道代などの経費は自己負担となります。 


